
 

 

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律施行令の一部を改正

する政令案要綱 

 

１ 改正の内容 

商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第七条第一項に規定す

る経営発達支援計画の認定等に関する経済産業大臣の権限の一部について、経済産業局

長に委任する。（第三条関係） 

 

２ 施行期日等 

（１）この政令は、公布の日の翌日から施行する。（附則第一項関係） 

（２）所要の経過措置を定める。（附則第二項関係） 


